
屋霊雪機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

1 発送・受付
！

1－1 発送業務

(1)障害状態確認届の取得

’
口誕生月の前月に出力される障害状態確認届､現況届(診断書)要提出

者一覧表等を取得すること。

現況届(診断書)要提出者一覧表は障害年金センターへ回付すること。

(2)障害状態確認届の引抜き及び発送準備

’

ロ死亡者等の発送不要者や別送者にかかる障害状態確認届の引抜きを

行った後､発送対象者の障害状態確認届を封入･封綴すること。

(3)発送

’
口障害状態確認届を分離･裁断の上､誕生月前月末日までに発送するこ

と。

(4)現況届(診断書)要提出者一覧表の送付

口障害基礎年金については､現況届(診断書)要提出者一覧表の正を障

害年金センターで保管し､副を年金事務所を経由して市区町村へ送付

すること。
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匿霊雪機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

1 発送・受付

1－2受付処理

障害年金センターに送付された届書･進達票については､委託業者が以下の手

順のとおり受付処理を行い､障害年金センター担当者(担当G)へ引き継ぐ。

(1)受付件数の確認

’｜
I

(2)受付印の押印

’’ 口受付印(赤色)を押印する。
年金事務所･事務センターから送付された届書･進達票については､記載され

た内容に相違がないか確認の上､受付印を押印し､届書ごとに仕分ける。

(3)年金給付受付システムへの登録

’
i

l
ロ【年金給付】受付進捗管理システム(以下｢年金給付受付システム｣とい

う｡）に｢進達受付｣の登録を行う。

障害年金センター直送分については､年金給付受付システムに｢受付｣を登

録する。

なお､二次元ｺｰドシールの貼付位置は､障害状態確認届の表面右下部の

欄外とする。

(4)ハードコピーの取得

’
｜

’
ロ窓口装置(WM)を使用し､内容審査に必要なハードコピーを取得する。

取得したハードコピーは､左上部をホチキスで綴じる。

既に届書にハードコピーが添付されている場合を除く。

(5)添付書類の整理

’’
口届書に書類(診断書戸籍､住民票等)が添付されている場合は､次の

順序に並び替え､その後､ハードコピーを併せて届書に挟み込む。

書類の並び替え順序は次のとおりとする。

①障害状態確認届

②心電図のｺピｰ(添付されている場合)､レントケン(電子媒体(CD､DVD等）

で添付されている場合）

③添付書類(戸籍､住民票､所得証明書等）

④請求者のハードコピー

⑤配偶者のハードコピー

⑥進達書類

障害年金審査業務マニュアル
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屋霊雪機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

1 発送・受付
■

Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■

(6)障害年金センター担当者への引継ぎ

’’
口受付処理が完了した届書については､障害年金センター担当者(担当G)

へ引継ぎを行う。

＜注意＞

診断書に電子媒体(CD,DVD等)が添付されている場合は､管理Gへ引き

継ぎを行う。

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

1 発送・受付
ー

1－3引継ぎ書類の確認

(1)引継ぎ書類の確認

ロ受付処理が完了した届書等について､書類の件数を確認の上､引継ぎを

受ける。

口書留で送付された場合は､書留文書受付簿に記入する。

ロ受付処理が完了した届書等について､書類の件数を確認の上､引継ぎを

受ける。

口書留で送付された場合は､書留文書受付簿に記入する。

＜注意＞

【診断書に電子媒体(CD､DVD等)が添付されている場合】

情報セキュリティ対策として､システム運用関係業務取扱要領(要領第64

号)等に沿って対応を行う。

障害年金請求等に関する電子媒体(CD･DVD等)を受付けた場合には､管

理Gにおいて､検疫PCを用いて検疫作業を行うこと｡検疫済みのデータは､■

■■■に移動させ､担当Gに回付すること。

【参照】

電子媒体(CD、DVD

等)の取扱いについては、

【給付指2017-129】

※及び【給付指20j7-

170】※参照

＜｢電子媒体で提出された資料の返却に関する意思確認書｣が添付されてい

る場合＞

電子媒体を簡易書留により､お客様に返却すること。

＜｢電子媒体で提出された資料の返却に関する意思確認書｣が添付されてい

ない場合＞

電子媒体をシステム運用関係業務取扱要領(第64号)に基づき､障害年

金センターで保管すること。

保管期限については_届書に準ずるものとする。

※お客様からの直送分の場合は､届書等の記載内容や添付書類又はお客

様業務対応システムの相談事跡等から､電子媒体の返却希望があることが

確認できる場合には､簡易書留により､お客様に返却すること。

返却希望の有無を確認できない場合には､｢障害年金請求書等の添付書

類を電子媒体で提出するお客様へのお知らせ｣を送付する。

※年金事務所･事務センター受付分で､障害年金請求等に関する電子媒

体(CD･DVD等)が提出された場合には､年金事務所･事務センターで検

疫PCを用いて検疫作業を行い､検疫済みのデータが､■■■■に格納さ

れる。

障害年金センター担当者(管理G)は､格納されたデータを担当Gに回付

すること。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

1 発送・受付

電子媒体で提出した資料の返却に関する意思確認書

電子嬢体で提出した資料の返却に側寸.る意思確認番

平成○年○月○日、 ●● （年金事務所／塞務センター／

街鋤の年金相藤センター。◎／隙審年金センター）に脈容年金請求

番等と併せて融子媒体により提出した寅料について、返却を希望し

ます。

平成○年○月○日

蕪礎年金瀞号

住所

⑳氏名

(本人自軒の掛合には押印省路可能）

障害年金請求等の添付書類を電子媒体で提出するお客様へのお知らせ

IIL躍垂縄隅

璋害年金舗求書棒の添付番類を雪子姓休で提出する

お客際へのお知らせ

◎輝欝年金鯏繋封‘界及びその聯蒲MW二ついてI乱．遮卸いたL,與性んただ

し．陀帯の状挫念示寸･ンントケシプィル』蝋、MRl .CTスキォ･ン剛晩節の

管*権電子錐体“I》・ I〕V1》罪）で蝿出さ韮た名合ﾄｰおいて、お群蝿”ご

冷轍がある贈愈に腿．例外的に．弧f錐体で槌M1された資料を返脚'し龍十

O動いて辻.忠＃礎膝で提出した賓橘の港却盤姑Wl－るお審鍛且Z鏑虹で脇

『流子螂ドにより絶IIルと彊糾鋤i哩馴呂臓十る蕊恩自認鋤を処肌してく魔

さい

｡なお,竃･耐蛾体で拠出された耐昂を迩鐸4-る8号制典って鰹、ご本人藻あて

に閥1月需瑚'ﾏ卯赴し揮一その他心t埋却方謹堂紬W肘.るお辮協腱婚かれて

は、壷糾を蝿111魯融.た罫【]へ刷眺､合わ管<薩鐸、

｜｜

市独Ｉ認
岬
＃
勵
什
岬
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畑
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叩
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

1 発送・受付
ﾛ

(2)受付印の確認

’’

(3)レントゲン･心電図の確認

ロレントケンフィルムが添付されている場合は､障害状態確認届下部の記載

欄に添付枚数を記入すること。

ロ障害状態確認届､ﾚﾝﾄｹﾝフイルム等は､分離しないようｸﾘｯブでとめて

おくこと。

ロ心電図が添付されている場合は､ﾚﾝﾄｹﾝフィルムの添付欄の下の余白

に心電図有と記入すること｡

ﾚﾝﾄグﾝフィルムが医療機関貸出しの袋に入っている場合は､その袋は破棄せ

ず､保管の上､その袋も併せて返送する。

(4)障害状態確認届の区分

口次の障害状態確認届を区分すること。 ’’
①障害共済年金受給権者分

ア単一障害共済年金分(診断書(紫色)上部に｢障害基礎年金｣と表記がある

もの）

‐診断書部分は中央年金センター共済年金業務Gあて回付､共済年金業

務Gより､各共済組合あて送付する。

イ旧4共済年金分(診断書上部に､｢障害共済年金｣と表記があるもの）

＝3級より2級に増額改定されるような場合等､認定結果により､オンライン

入力が必要な場合があるため､別個に認定を進める。

②年金額改定請求者分(年金額改定請求書の添付があるもの）

＝額改定請求書の事務処理を行う。

③死亡者分(死亡届の添付があるものまたは診断書に死亡と記載があるもの）

＝提出指定日以前に死亡した場合は､提出が不要になることより､死亡年

月日を確認し､事務処理を進める。

④診断書が白紙で提出されたもの(老齢年金請求等による）

＝障害年金以外に受給権を取得することにより､提出指定日より全額停止

になる場合は､提出が不要になるため､注意して事務処理を進める。

⑤経過観察者分

＝認定後､再度経過観察者に該当した場合は､経過観察者として､事務処

理を進める。

⑥差止者分(｢差止年月｣欄に差止年月が記載されているもの）

＝提出指定月より4月経過した場合は､オンラインで入力すること。

提出指定月より1年以上経過している場合は､前回の提出指定月の現

症診断書から今年の分まで毎年分､障害状態を確認した上で､差止解除
I[
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

1 発送・受付
I

’

処理等を行なう。

⑦遺族年金(診断書上部に､「遺族年金｣､と表記があるもの）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

葉ア車

障害状態確浬眉

葉ア車

障害状態確浬眉

2審査2審査

’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

2審査
I’

2－1 障害状態確認届の審査

(1)共通確認事項

次のことを確認する。

①診断書①欄の氏名及び生年月日が記入されていること。

なお､上部又は下部に印字されている氏名と符号していることを確認する。

②診断書③欄の傷病名は､対象傷病が記入されていること(記入された傷病名

と障害状態確認届下部の傷病ｺｰドとを突合する)。

③診断書④欄の｢最近一年間の治療の内容期間経過､その他参考となる事

項｣が記入されていること。

④医療機関の名称､住所及び診断書作成医の担当診療科､氏名が記入され、

かつ捺印があること。

⑤誕生月の現症日及び診断書作成日が記入されていること。

⑥現症時の日常生活活動能力又は労働能力が記入されていること。

(2)診断書様式別事項

’口上記(1)に加えて､診断書の様式に応じ､次のことを確認する。
惨照〕

診断書の基本的な留意事

項は、共通資料2「診断
書橇式ごとの留意事項」
を参照

様式120号の1 (旧法厚年･船保は様式1)(眼の障害用）

診断書⑤欄に視力障害又は視野障害のいずれかが記入されていること。

様式120号の2(旧法厚年･船保は様式1)(聴覚･鼻腔機能‘平衡機能･そしゃ

く･嚥下機能･音声又は言語機能の障害用）

①傷病が聴力の疾患であるときは､診断書⑤欄(旧法厚年･船保は⑥欄)の

「(1)聴覚の障害｣が記入されていること｡

②傷病力壜腔の疾患であるときは､診断書⑤欄(旧法厚年･船保は⑦欄)の

「(2)鼻腔機能の障害｣が記入されていること。

③傷病がそしゃくの疾患であるときは､診断書⑤欄(旧法厚年･船保は⑧欄)の

「(4)そしゃく･嚥下機能の障害｣が記入されていること。

なお､「ウ食事内容｣欄は1から8(旧法厚年･船保は1から4)までのうちいず

れか1つに○印が付されていること。

④傷病が言語の疾患であるときは､診断書⑤欄(旧法厚年･船保は⑨欄)の

「(5)音声又は言語機能の障害｣が記入されていること。

なお､「ア会話による意思疎通の程度｣欄は1から4までのうちいずれか1つに

○印が付されていること｡併せて､「イ発音不能な語音｣欄又は｢ウ失語症の

障害の程度｣欄のいずれかの樋が記入されていること。

ﾛ■■■一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届
2審査

様式120号の3 (旧法厚年･船保は様式2)(肢体の障害用）

肢体の障害は鶴診断書③欄の｢傷病名｣から判断して､これに対応すると考えら

れる次の欄が記入されていること。

①障害が切断又は離断であるとき(診断書⑥欄）

ア切断又は離断の部位が､傷病名から判断できる部位と合致すること。

イ切断日又は離断日が記入されていること。

ウ手(足)関節､手(足)指の切断又は離断の場合は､レントゲンフイルム像が図

示されていること。

②脊柱に機能障害があるとき(診断書⑦欄）

「脊柱の他動可動域｣損が記入されていること。

③麻揮により肢体の機能の障害があるとき(診断書⑥柵)(旧法厚年･船保は診

断書⑧欄）

麻痘障害があるときは､麻痒の起因部位､種類､程度､反射等が記入されてい

ること(麻痒の内容によりどのような障害があるか認定する上で必要)。

④人工骨頭､人工関節を装着しているとき(診断書⑧欄)(旧法厚年.船保は診

断書⑨欄）

ア人工骨頭又は人工関節を挿入置換した部位が記入されていること。

イ手術日が記入されていること。

⑤筋力に障害があるとき(診断書⑨欄)(旧法厚年･船保は診断書⑩欄）

左右の握力が記入されていること(肢体全体の筋力障害を認定する上で必要)。

⑥四肢の長さに障害があるとき(診断書⑫欄)(旧法厚年･船保は診断書⑪欄）

四肢の長さが記入されていること｡下肢障害の場合は､障害肢のみならず両下

肢長が記入されていること(患側肢の短縮の程度は､健側肢との差により確認

する必要がある)。

⑦関節に機能障害があるときは､診断書⑩欄(旧法厚年･船保は診断書⑫欄）

「手(足)指関節の他動可動域｣又は診断書⑪欄(旧法厚年･船保は診断書

⑬欄)の｢関節可動域及び筋力｣が記入されていること。

⑧この診断書にかかる障害は､日常生活動作に何らかの障害を生じているもので

あるので､全て診断書⑬欄(旧法厚年･船保は診断書⑭欄)の｢日常生活に

おける動作の障害の程度｣が記入されていること｡なお､この欄は補助用具を使

用しない状態で記入されていることが必要であること。

＊例えば､下肢に障害があり､関節可動域及び筋力では著しい障害力認められ

るにもかかわらず、日常生活における動作の障害の程度では屋内.屋外とも

一人でうまく歩けると評価されている場合がある｡このような場合は､補助用具

を使用した状態で記入されていることが多いので､注意を要する。

⑨その他の精神･身体の障害があるとき(診断書⑮欄）

ア脳卒中などによる障害で､肢体の障害のほかに記憶障害､失語､視力障

害､その他精神及び身体の障害がある場合は､具体的にその障害の状態が

記入されていること。
■－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

2審査

イ脳血管障害による麻偉がある障害は､音声又は言語磯能の障害を伴う場合

が多いので｢会話状態｣が記入されていること(旧法厚年･船保)。

様式120号の4(旧法厚年･船保は様式3)(精神の障害用）

①診断書⑤､⑥欄(旧法厚年･船保は⑤欄)が全般にわたって記入されている

こと(特に､「治療歴｣、｢現在の病状又は状態像｣及び｢日常生活状況｣)。

「治療歴｣は寛解及び再発を､また､「日常生活状況｣のうち｢身体所見｣及び

「臨床検査｣は障害の程度を認定する上でそれぞれ必要であること。

②精神保健指定医又は精神科を標ぽうする医師が作成したものであること。

ただし､てんかん､知的障害､発達障害､認知症､高次脳機能障害等診療科

が多岐に分かれている疾患について､小児科､脳神経外科､神経内科､リハビ

リテーション科､老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合､これら

の科の医師であっても､精神･神経障害の診断又は治療に従事している医師で

あれば､精神科の医師でなくても作成できる。

様式120号の5(旧法厚年･船保は様式4)(呼吸器疾患の障害用）

①診断書⑤欄の｢5活動能力(呼吸不全)の程度｣｢6換気機能｣及び診断書

⑥欄(旧法厚年･船保は⑤欄)の｢1胸部X線所見｣の各欄が記入されてい

ること。

②旧法厚年･船保分について､肺結核により胸廓成形術等手術を行ったものに

ついては診断書④欄の｢手術園が､聴力障害があるものについては診断書⑥

棚の｢その他の障害又は症状の臨床所見｣がそれぞれ記入されていること。

③呼吸器系結核､肺化のう症､けい肺(これに類似するじん肺を含む)の疾病は、

レントゲンフィルムが添付されていること。

様式120号の6-(1) (旧法厚年･船保は様式5)(循環器疾患の障害用）

①傷病名により該当する疾患欄の臨床所見､検査値等が記入されていること。

②人工臓器を装着しているときは､診断書⑦欄(旧法厚年･船保は診断書⑦櫛

エ)にその種類及び装着日が記入されていること。

様式120号の6-(2) (旧法厚年｡船保は様式5)(腎疾患･肝疾患･糖尿病の

障害用）

①傷病名により該当する疾患欄の臨床所見､検査値等が記入されていること。

②腎疾患で人工透析療法を実施している場合は､血液透析､腹膜透析又は血

液濾過のうち､実施したもの全てに○印を付し､最初に実施した人工透析療法

の開始日が記入されていること。

③糖尿病で網膜症を合併しているときは､診断書⑨欄の5に｢(1)眼の障害｣が

記入されていること。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

2審査
I

■■■■

様式120号の7 (旧法厚年･船保は様式6)(血液･造血器･その他の障害用）

①当該診断書は､様式120号の1から120号の6-(2)(旧法厚年･船保は､様

式1から5)までの障害以外の障害がある場合に使用するものであること｡例え

ば､直腸腫瘍で直腸全摘により人工肛門を装着した場合等である。

②傷病名と当該障害との関係が必ずしも明確でないため､いずれの診断書を使

用するか判断できない場合に使用するものであること｡

その他

①障害が複数あり診断書様式が複数枚になる場合であっても､電算処理上収録

することができる診断書ｺｰド数は3つまでであること。

②様式120号の1から様式120号の7までのものは建傷病により選択されるべき

ものではなく､障害の状態を最も良く表現できる診断書で提出をお願いすること

とする。

(3)前年以前から差止めとなっている者の審査

①「障害状態確認届差止者受付簿｣に氏名及び年金証書の基礎年金番号等

を記入する。

②差止年月日以降の障害状態確認届にかかる診断書が添付されていること。

（原簿が有期固定となっていても差止後の症状経過を認定する必要があるた

め､毎年の診断書が必要である｡）

③(1)及び(2)による審査を行う。

④障害状態確認届の上部は切り離さないこと。

⑤差止年月日以降の障害状態確認届にかかる診断書が提出されないため差止

めが解除できない場合は､受給権者に対しその旨を連絡する。

【参照】

【給付指2017-7]｢障

害状態確認届が指定日の
翌日からsか月を超えて
提出された場合の取扱い」

(4)その他の確認

①現況届(ハガキのみ)が提出された場合

診断書の提出が必要なものは､診断書を提出していただくよう､障害状態確認

届を手書きにて作成し､送付する。

②レントゲンフイルムのみ提出があった場合

ア原簿により受給権者の年金証書の基礎年金番号･年金ｺｰドを抽出し､要

提出者一覧表により確認する｡該当者がない場合は､さらに年金請求者に

該当者があるかどうかを調べ､該当者がない場合は､返戻する｡なお､返戻

は一定期間経過後行うこととする。

イ現況届(ハガキのみ)該当者の場合は､現況届を提出させﾚﾝﾄグﾝフィルム

は返戻する。

ユーー
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

2審査
一

2－2 障害年金審査支援ツールへの登録

口障害年金審査支援ツールへ年金給付受付システムの受付データを取り

込み､請求者の基本情報(制度､請求区分､診断書種別等)の入力を行

うこと。

【参照】

障害年金審査支援ツール
の操作マニュアルについ
ては､鯖付指2016-67】
別添1参照

←
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

3認定
三三町

3－1 障害年金審査支援ツールへの登録

I
口障害年金審査支援ツールに診断書情報(傷病名､初診日等認定に必要

な項目)を入力すること。

｜

’

【参照】
障害年金審査支援ツール
の操作マニュアルについ
ては､【給付指2016&67]
別添1参照

3－2認定の事前準備

(1)障害状態認定調書の作成

|’ 口障害状態認定調書(以下､｢認定調書｣という｡）を作成すること。 【参照】
精神障害については、 【給
付指2016-67]「別添5

精神の障害に孫る等級判
定ガイドライン事務処理
要領」P5参照

①作成した認定調書は診断書の上側にホチキス留めすること。

②認定調書に受付番号を記載し､認定調書､診断書､前回診断書(決定時診

断書等)の写､額改定請求書､加給年金額関係書類等その他の添付書類の

順にホチキスでとめる。

③診断書に記載された傷病名との間の相当因果関係の有無等､個別に障害

認定医に対し確認事項がある場合は､認定調書の事務連絡欄に記載するこ

と。

④複数回の認定を行う場合は､原則認定ごとに新しい認定調書等を作成する

こと｡なお､例外的に同じ認定調書等を複数回の認定に使用する場合は､認定

結果が区別できるよう記入すること。

⑤診断書の記載内容等を確認し､障害等級の目安､障害認定医への確認事

項等を認定調書に記入すること。

【参照】

認定依頼にかかる事務取
扱については、聡付指
2016-67】別添4を参照

(2)過去の認定関係書類の確認

’口過去の認定における資料が必要な場合は､写しを添付すること。

障害認定医に認定関係書類を預ける場合は､控えとして写しを取得すること。

提出された診断書の記載内容により過去の認定時資料(届書･診断書･認定調

書･その他参考資料)が必要となる場合で峰過去の認定時資料が年金事務所等

に保管されている場合は､審査担当者から年金事務所に対して送付依頼をするこ

と。

(3)総括表の作成

｜
’’

□ 「総括表｣を作成すること。

口総括表に審査依頼件数を記入すること。

総括表に表示する番号は｢認定年月日一障害センターｺｰド(70～89)‐枝番」

とする。

(4)年金給付受付システムへの登録

’’ 口年金給付受付システムに｢認定中｣の登録を行う。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

3認定
一

【総括表】

別紙1別紙1総括表総括表
NONO

緊曇(写“害
雰一鋭塞1
蕊曇(専異』害
＝…0別遥のとおり審蚕した二とを獄腿する動別遥のとおり審蚕した二とを獄腿する動 囲定印囲定印以下の届書等について以下の届書等について

平成 年 月 巳平成 年 月 巳

届書糠 犀俄'M"|審毒了椴'零蕊醜｜ 小計 ｜害麦憩w手件I識騨審毒箭手件
一数

麺辨

郡一

唇衰蕊軽件敗
.H■…堅き恥．

小計届書尋 審蚕依捌件数 塞塞了件数

(講考）(講考）
釿規銭定釿規銭定

O I O0 0

再腿定再腿定
O I O00

その他

（

その他

（

0 1 00 0

））

その他その他
0 00 0

））（（

その他その他
0 0

１
－

）（（

合酬合酬 0 0 00 0

※1認定飼書零重に押印のある珊合は､浅雲〔専浅)者は､鹿室調書等に距定印力轤印されているか葹塑しﾑﾁｴﾂｸ掴に､/を歴入すること。※1認定飼書零重に押印のある珊合は､浅雲〔専浅)者は､鹿室調書等に距定印力轤印されているか葹塑しﾑﾁｴﾂｸ掴に､/を歴入すること。

※2決銭(専決)肴は､各梱の件数が正しいか砿肥し.ﾁｪｯｸ楓にゾを配入すること。
※3決毅は腿定日単位で行う筐と．
※2決銭(専決)肴は､各梱の件数が正しいか砿肥し.ﾁｪｯｸ楓にゾを配入すること。
※3決毅は腿定日単位で行う筐と．

【総括表(記入例)】

副紙1《記入例〕
■▼‐ーーマーーーー一 一 子 ヨー

ーー

NC 20150901

’’

’’｜ ’ ｜ 淡瀧 ｜､a ’
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一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

3認定

【障害状態認定調書(障害状態確認届等用)】
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

3認定

3－3認定依頼

(1)認定依頼

’
口内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､障

害認定医へ認定の依頼を行う。

口内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､障

害認定医へ認定の依頼を行う。

【参照】

精神障害については、【給
付指2016-67】｢別添5
精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要飼P8～10，11，15

～18参照
＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印する場合＞

①障害認定医は､認定調書の【認定医記入欄】に認定結果を記入し､【認定医

の押印欄】に押印する。

「精神の障害に係る等級判定万ｲドﾗｲﾝ.|(以下､「ヵｲドﾗｲﾝ｣という｡)の適

用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定万ｲドﾗｲﾝ事務処

理要領｣に基づき認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことが明確にわかるよう記入箇所近くに押印を行うこと。

認定結果が等級下げ又は支給停止となる場合は､障害認定医が認定結果を

記入し､その認定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記

入すること。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※等級下げ又は支給停止理由等が診断書の検査数値等で明確に判断でき

る場合であっても記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書に記入す

る。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･コメントは【事務連絡.担当者→認定医】に記入し､障害

認定医の指示･コメントであることを明記すること．

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書に認定結果が正しく記入されていることを確認し、

総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書に記入漏れ等がないか確認する。

【参照】

認定依頼にかかる事務取
扱については、 【給付指
2016-6刀別添4を参
照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印しない場合＞

①障害認定医は､認定調書等の【認定医記入欄】に認定結果を記入する。

がｲドﾗｲﾝの適用対象となる認定の場合は､｢精神の障害に係る等級判定ガ

イドライン事務処理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことを担当者が明確にわかるよう｢上記については障害認定医による

記載のものです｡｣等の文言を記入すること。
■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

3認定
ロ

認定結果が等級下げ又は支給停止となる場合は､障害認定医が認定結果を

記入し､その認定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記

入する。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※等級下げ又は支給停止理由等が診断書の検査数値等で明確に判断でき

る場合であっても記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書等に記入

する。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･コメントは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障

害認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書等に認定結果が正しく記入されていることを確認

し､総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書等に記入漏れ等がないか確認する。

(2)複数の障害認定医に対する認定依頼

’
口判断困難な等級変更等の事案は､別の障害認定医に対して医学的な意

見の依頼を行う。

＜別の障害認定医に対して医学的な意見を求める場合＞

以下のような事案に該当する場合は､判断困難対応者に確認した上､別の障害

認定医に対して医学的な意見を求め､より慎重な判断を行う。

・ 障害認定医より､地域の実情(就労支援の状況など)を勘案すべきとの指

摘のあった事案。

・ 障害認定医より､当該障害に対してより専門性を持つ障害認定医の医学

的判断が必要との指摘があった事案。

・ 障害状態の判断等について､高度な医学的判定が必要とされる事案。

＝’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

3認定

3－4サテライト拠点における認定

ｻﾃﾗｲﾄ拠点において認定を行う届書を対象とし､前記｢3－1障害年金審査

支援ツールへの登録｣及び｢3－2認定の事前準備(1)～(3)｣の工程の後に次の

とおり処理を行う。

【参照】

精神障害については、【給
付指2016-67】｢別添5
精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領｣P8～10，11，15
～18参照

(1)届書の回送

’’
口年金給付受付システムに｢審査第5G(○○)回送｣と登録し､各サテライ

ト拠点へ送付する。

口年金給付受付システムに｢審査第5G(○○)回送｣と登録し､各サテライ

ト拠点へ送付する。 惨照】

認定依頼にかかる事務取
扱については、【給付指
2016-67]別添4を参
照(2)ｻﾃﾗｲﾄ拠点における認定

|･琴芽綬徽…畷第…受付側關定祉鋤
口年金給付受付システムに｢審査第5G(○○)受付｣及び｢認定中｣と登録

する。
醗足】

年金給付受付システム
「書査第5G(○○〕」の
(OO)内にはサテライ
ト拠点の地域を選択す
る。

・北海道

･東北
･中部

・近畿

・中国

・九州

(3)ｻﾃﾗｲﾄ拠点における認定依頼

’|･篁薑臺鱒鴛襄調書醤…断害等譽添付他．
口内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､障

害認定医へ認定の依頼を行う。

＜障害認定医が認定調書毎に認定印を押印する場合＞

①障害認定医は､認定調書の【認定医記入欄】に認定結果を記入し､【認定医

の押印欄】に押印する。

「糯申の障害に係る等級判定がｲドﾗｲﾝ｣(以下、「万ｲドﾗｲﾝ｣という｡）の適

用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定力ｲドﾗｲﾝ事務処

理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことが明確にわかるよう記入箇所近くに押印を行うこと。

認定結果が等級下げ又は支給停止となる場合は､障害認定医が認定結果を

記入し､その認定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記

入すること。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※等級下げ又は支給停止理由等が診断書の検査数値等で明確に判断でき

る場合であっても記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書に記入す

る。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･コメントは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障害

認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

3認定

③障害認定医は､認定調書に認定結果が正しく記入されていることを確認し、

総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書に記入漏れ等がないか確認する。

＜障害認定医が認定調書毎に認定印を押印しない場合＞

①障害認定医は､認定調書等の【認定医記入欄】に認定結果を記入する。

がｲドﾗｲﾝの適用対象となる認定の場合は､｢精神の障害に係る等級判定ガ

イドライン事務処理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことを担当者が明確にわかるよう｢上記については障害認定医による

記載のものです｡｣等の文言を記入すること。

認定結果が等級下げ又は支給停止となる場合は､障害認定医が認定結果を

記入し詮その認定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記

入する。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※等級下げ又は支給停止理由等が診断書の検査数値等で明確に判断でき

る場合であっても記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書等に記入

する。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･コメントは【事務連絡担当者→認定医〕に記入し､障

害認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書等に認定結果が正しく記入されていることを確認

し､総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書等に記入漏れ等がないか確認する。

(4)届書等の回送

｜
’

｜

’

口年金給付受付システムに｢認定済(増額)･(減額)･(停止)･(継続)｣及

び｢審査第5G(○○)回送｣と登録し､障害年金センターへ送付する。

I
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集了章

障害祇態確濯届

集了章

障害祇態確濯届
－－－

4．返戻4．返戻4．返戻

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届
4返戻

l■

4－1 返戻

内容審査の結果､整備できない不備又は必要な書類が添付されていない届書

については､原則として受付拠点(市区町村､年金事務所又は街角オフィス)を経由

して請求者へ返戻する｡また､障害年金センター直送分については､原則として障害

年金センターから請求者に返戻する。

なお､年金給付受付システムには返戻の理由を具体的に登録する。

硫足】

届瞥を返戻せず､本人照会
を行い､処理を保留する場

合は､專尾のBOX(赤色）
で保管し､年金給付受付シ
ステムの処理状態等｢本人
照会日」を登録する。
本人照会が終了した場合
は､処理状態等｢本人照会
済日」を登録する。

(1)市区町村･年金事務所｡街角オフイスの窓口受付分

(1)－1市区町村･年金事務所街角オフィスへの返戻処理

窓口受付した市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ返戻する。

①返戻文書の作成

口市区町村受付分は､年金給付受付ｼｽﾃﾑにおいて外部返戻情報登録｜
画面より｢外部返戻作成中｣を登録後､公萱l返戻送付票を作成し､決裁

を受ける。

口年金事務所又は街角オフィス受付分は､年金給付受付システムにおい

て内部返戻情報登録画面より｢内部返戻作成中｣を登録後､四劃返戻

送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

受付拠点に応じ､年金給付受付システムの｢外部返戻登録｣機能又は｢内

部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)を設定する。

鯵照】
【障害審査支援システム
操作マニュアル】P75~
87｢5障害審査業務(5.10
~a･iS)」

②返戻文書の送付

口上長の決裁後､年金給付受付システムに処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､窓口受付をした市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ返戻す

る。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺビｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

ご
Ｊ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻

(1)－2市区町村･年金事務所･街角オフィスへの照会

審査において､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､窓口受付し

た市区町村､年金事務所又は街角オフィスに対して照会を行うときは､以下の手順

で行う。

①市区町村･年金事務所･街角オフィスへの照会の方法･書類の保管

口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへの照会は､口頭､電話又は文

書により行い､年金給付受付システムにおいて､メモ欄又は任意項目に

回答期限を入力する。

口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへの照会は､口頭､電話又は文

書により行い､年金給付受付システムにおいて､メモ欄又は任意項目に

回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程

度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

’
｜

’

口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ照会中の書類は個人で保管

せず､赤BOXに保管し､照会の内容進捗を共有管理する。

口市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ照会中の書類は個人で保管

せず､赤BOXに保管し､照会の内容進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

口障害年金センターの担当者は､提出期限までに市区町村､年金事務所

又は街角オフィス担当者から回答がない場合は､提出期限の翌営業日

を含む5営業日以内に文書又は電話により勧奨する。

口障害年金センターの担当者は､提出期限までに市区町村､年金事務所

又は街角オフィス担当者から回答がない場合は､提出期限の翌営業日

を含む5営業日以内に文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､上記（1）－1を参照の

上､該当する市区町村､年金事務所又は街角オフィスへ届書を返戻する。

ｰ
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届
4返戻

(2)年金事務所｡街角オフィスの郵送受付分

(2)－1届出者への返戻処理

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分については､障害年金センターで点

検･審査を行い､障害年金センターから届出者へ返戻する。

【参照】
郵送分の返戻については、
【品管憶2014-61※】
参照

①返戻文書の作成

’
口年金給付受付システムにおいて外部返戻情報登録画面より｢外部返戻

作成中｣を登録後､2瞳&返戻送付票を作成し､決裁を受ける。’
●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢外部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成

する。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なもの

は原則2週間程度その他のものは原則1月程度)に設定する。

②返戻文書の送付

1

1’
口上長の決裁後､年金給付受付システムに処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､届出者へ返戻する。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え）

として返戻先からの照会に備える。

．③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

口担当者は、日々、受付進捗管理システムを確認し一再提出期限までに返

信がない場合は､再提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に文書又

は電話により勧奨する。

●再勧奨の提出期限 ・

再勧奨の提出期限は､再提出期限(1回目)から15日経過した日を設定

する。

●再提出がない場合

再提出期限(1回目)から15日経過しても提出がないものは､速やかに再

提出の有無を確認する｡再提出がない場合､システム登録者は｢外部返戻

済｣として､システム上の処理を完結する。

一
I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻

(2)－2届出者への照会

年金事務所及び街角オフィスの郵送受付分について､審査において､職員による

補正ができない不備が確認できた場合で､届出者に対して照会を行うときは､障害

年金センターから以下の手順で行う。

①届出者への照会の方法･書類の保管

口届出者への照会は、口頭､電話又は文書により行い､年金給付受付シス

テムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

口届出者への照会は、口頭､電話又は文書により行い､年金給付受付シス

テムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程度、

その他のものは原則1月程度)に設定する。

’
｜

’

口届出者へ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内

容･進捗を共有管理する。

口届出者へ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内

容･進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

口口 障害年金センターの担当者は､提出期限までに届出者から回答がない

場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話に

より勧奨する。

障害年金センターの担当者は､提出期限までに届出者から回答がない

場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話に

より勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､(2)－1を参照の上､届

出者へ届書を返戻する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻
■
一

（3）届出者からの直接郵送分

【参照］
郵送分の返戻について

は、 【品管情2014-61
※〕参照

(3)－1届出者への返戻処理

届出者から障害年金センターへ直接郵送で提出された届書については､障害年

金センターで点検･審査を行い､障害年金センターから届出者へ返戻する。

①返戻文書の作成

上記｢(2)－1｣の①を参照する。

②返戻文書の送付

上記｢(2)－1｣の②を参照する。

③再提出勧奨(返戻後の提出が無い場合）

上記｢(2)－1｣の③を参照する。

(3)－2届出者への照会

届出者から障害年金センターへ直接郵送で提出された届書について､審査にお

いて､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､届出者に対して照会を

行う場合は､以下の手順で行う。

①届出者への照会の方法｡書類の保管

上記｢(2)－2｣の①を参照する。

②提出勧奨

上記｢(2)－2｣の②を参照する。

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻

（4）医師照会

医師照会とは､障害年金センターから直接医療機関へ照会するものをいう。

照会の際には､その根拠を示すため､精神の障害については､必要に応じて｢障

害年金の診断書(精神の障害用)記載要領～記載にあたって留意していただきたい

ポイント～｣に言及することにより､適切かつ充足した内容となるよう促すこと。

事務担当者は､照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を取り

ながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残す。

【参照】
【障害審査支援システム

操作マニュアル】P68~
74r5障害篝杳筆篝(a6
~ag)」

①医療機関への照会の方法･書類の保管

’
口医療機関への照会は､文書により行い､年金給付受付システムにおい

て､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

口医療機関への照会は､文書により行い､年金給付受付システムにおい

て､メモ欄又は任意項目に回答期限を入力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢医療機関等照

会｣を登録する。

●回答期限

回答期限は回答に必要な相当の期間(1月程度)に設定する。

’F
口照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内容･進捗

を共有管理する。

照会中の書類は個人で保管せず､赤BOXに保管し､照会の内容･進捗

を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢医療機関等回答｣を登録する。

②提出勧奨

’F
口障害年金センターの担当者は､提出期限までに回答がない場合は､提出

期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話により勧奨する。

障害年金センターの担当者は､提出期限までに回答がない場合は､提出

期限の翌営業日を含む5営業日以内に､文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢医療機関等回答｣を登録する。

1
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻

【参考】 「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

(1)精神の障害にかかる本人等への照会について

口精神の障害については､障害認定医が日常生活及び就労に関する状況

の詳細(病状等を含む｡）情報を収集する必要があると判断した場合は、

本人等に対しては､「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」

を使用して照会を行う。

鯵照】
飴付指2016-67】「別

添5精神の障害に係る
等級判定ガイドライン事
務処理要領」Pg参照

①照会文書で照会する内容は､請求者等本人や家族の負担に配慮し､既に提

出されている各書類の記載内容から確認することが困難な事項に限ることとす

る。

②事務担当者は照会する事項及び内容について､適宜障害認定医と連携を

取りながら状況を確認･把握し､照会の経過について認定調書に事跡を残すこ

と。

③「日常生活及び就労に関する状況について(照会)｣を送付する場合は､次の

点に留意すること。

ア「障害年金にかかる日常生活状況等の照会について｣をあわせて送付する

こと。

イ既に提出されている各書類の記載内容から確認できている項目や､確認不

要となる項目は､あらかじめ斜線で抹消すること。

なお､斜線は職員が抹消したものか､本人等が抹消したものか区別するた

め､PC(エクセル)上で抹消対象の欄(セル)を｢セルの書式設定｣→｢罫線」

の設定により斜線を設定したうえで印刷したものにより照会すること。

ウ既定の項目に含まれない請求者(受給者)の個別の内容について照会をす

る必要がある場合には､照会様式の｢4.その他の事項にかかる下記設問に

詳しく記入してください｡｣欄を使用して照会すること。

なお､機構における事務統一の観点から、日常生活及び就労に関する状況

について本人等へ照会する場合は、内容の如何にかかわらず､この照会様

式を使用することとし､任意様式の書面を使用しないこと。

エ照会文書の提出期限については､次表の目安を参考にして届出者等に過

度な負担とならないよう照会の内容に応じて十分な期間を設けて照会を行う

こと。

提出期限の目安照会事項

本人等のみが記載する申立害の追記等を依頼

する場合
2週間程度

｢日常生活及び就労に関する状況について(照

会)｣の記載依頼
2週間程度

■

1月程度本人等を経由して医師照会を行う場合
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻

(2)提出期限後の督促

口期限を過ぎても本人等から｢日常生活及び就労に関する状況について

（照会)｣の回答が提出されない場合は､「障害年金にかかる日常生活状

況等の照会について(再依頼)｣を送付し､再度提出を求める。

口期限を過ぎても本人等から｢日常生活及び就労に関する状況について

（照会)｣の回答が提出されない場合は､「障害年金にかかる日常生活状

況等の照会について(再依頼)｣を送付し､再度提出を求める。

(参考）等級判定を行うにあたり"次表に例示するケースは､請求者(受給者)又は

診断書作成医へ照会を行うことが望ましい場合である。

照会先及び照会事項

請求者(受給者)から､日常

生活及び就労に関する状況

の詳細に関する情報を収集

する。

照会先及び照会事項

請求者(受給者)から､日常

生活及び就労に関する状況

の詳細に関する情報を収集

する。

主なケース

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書から日常生活及び就労に関する状況を

十分に読み取れない場合。

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書に記載された日常生活能力と比べ､「日

常生活及び就労に関する状況について(照会)」

から読み取れる程度が不整合である場合◎

診断書の内容が､認定に必要な事項の記載が

乏しいために､認定に支障がある場合。

主なケース

｡目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書から日常生活及び就労に関する状況を

十分に読み取れない場合。

･目安と大きく異なる等級を検討する必要がある

場合。

．「日常生活能力の程度｣と｢日常生活能力の判

定｣の整合性が低く､参考となる目安がない場合。

･再認定において現在の等級から下位等級への

変更や等級非該当を検討する必要がある場合。

･等級の目安が｢2級又は3級｣など複数で､判断

に必要な情報が不足している場合。

･診断書に記載された日常生活能力と比べ､「日

常生活及び就労に関する状況について(照会)」

から読み取れる程度が不整合である場合。

･診断書の内容が､認定に必要な事項の記載が

乏しいために､認定に支障がある場合。

l
診断書作成医に対し､診断

書に記載された日常生活能

力の評価内容を確認する。

診断書作成医に対し､診断

書に記載された日常生活能

力の評価内容を確認する。

診断書作成医に対し､記載

要領で示している内容に関

する確認や追記を依頼す

る。

診断書作成医に対し､記載

要領で示している内容に関

する確認や追記を依頼す

る。

’
一

■■■■■■■
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻
＝

。

【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(1，2ページ）
2

蔽睾に館から謹勘毒けてい寵すかI ヘル'仁還醗〈健橘 】 その鞄《 】

日常生活及び縦労に関する状況について(照会）

この吾凱は､漣害茎鍵(厚達》年堂の毒にあたって.圃束巻く受1銭》旨本人の巳霜生活状塞や
紘労に関する雄詔書岬し<疎認させていた鱈必要があると腿められた蝋酋に､龍謎ルでい銅.b
(塵戦していただいた内容は.審麦の箕料となり室才｡j

マーーーーーーマァマ■◆eOo－●一●●申④｡｡｡◆凸一一=一一一一一一一一=画一~

§＜逗入字ろ前f雪言塚ください＞ §

一入饗嘩曇なL,ために.庸園の万の匿助番臺f＊てL，
ろ二銭wあfもぱ.援助の内容や凪度を呉体的に樫入し
て〈麓さい．

お…一人でも罐るこ型まどの琿な
ことですかq

朝日需塞溝飼
坦誼

食顛

1 0廻塵五K垂蛾茎1＝ﾑ室生畦豆塞△璽旦重窒童唾琿唱邸工量垂記産
よく姫堀I元いる方が館入して<罐さい．

I o今回ご興舎寸名内害は､蜘昌ご提出いた驚いてL,る書鋤唱韮ずることが
露麓であったものとなり寝ず.日本年金榎損邸謁篝した項目睡外の極につL、
ては.記入唾いただく必要はあり廣せん・

； o各項目の厘入にあたっては.4べｰジの｢厘入上の違章』をﾓご蒐鰹ください‘

i oこの番”《“されない堀倉は､すでI員掻出された麹極審査をさせていた
だく壌合があり銅.、

ニョ■ P ■』▼司 - F Fﾏﾏ － －－ママ －－－ 画画 毎● 与一由■

入爆や
萌斑鯉納

空襲管晒と
買い柚

1
｜ 鶴束参(愛蛤客)氏名 ’ 生年月巳

’
零
雑’

外出

賊 年 月 臼

平成 年 長頃の錘I軍いず＝面簔<鰹乱､｡

r喧茎曜日愚考骨塞きてい窪守かT】
）|入爾・入蔑・在宅’その篭【 導診鼻菌ま1h隻窒画畑陰つLWE鮫箇.るもの蚕O＝〃で<臆さい．＝

|鳥鶚譜淵…陛涛
『入庸(入院】｣陸いる増含は.…およmZl＝“てわかる亜璽で正入して<驚喜い。

l⑲入獄入薩ルた卿期 I 剛和,早睡 年昭和,早波 年 月か弓

睦霊との
ｺｮﾆｹ劣塗

⑭久砺【入賎)幹からの日索竺壼の
授肋頓襄

委会裂持及び
匙確討晦

I あり なし｢在宅』の増合に､岡田人の有画＝いて鉱動する方にOを徴けて〈麓さい。ー

｜ 側騒撤rあ山の噛合は下“悪r“』の瑠全“>を記入上で《臆さい‘

｜厘蕊（尋‘ ム‘鰯‘
“卿岡医我$二ついて肢蝋するもの
ありを全てOで悪んで<窪L1a

l 摩s垂識垂った鋳煎 I 竃和・亭底 年

｢在宅』の増合に､同国人の有趣＝いて鉱動する方にOを‘

｜ 側騒撤rあ山の噛合は下“悪r“jの瑠全“>を記

｜厘熟‘尋，斐諾譜謁駿難の“燭
あり

｜ 摩菱生霊垂った鋳煎 I 竃和。

同慶者『あり｣の鳩合は下璽壌_rなしjの増念“を記入唾ください‘

陸砺斬・子【. 人.f龍)（“閉
あり
閏信君$＝いて酸畠するもの
を＝Oで鰹んで<麓さL,。

竃和・亭慮 年

厘韓や邸恥《
あるものへの
取り剛み，摩)〈 鷹】】・箕・葎

その鐘〔 》

月から 9企舎での

紺手峻さ
U会些叫軋側､粗
降怠迅■梨
・ガズも軸nF】

銅囲

｜なし
単身生諏華っ極蜜及び
単身生活となってから②臼索
造言の蟻駄状逗

その催の蟻勅〔たとえぽ寓亜.家茨の介唖等jを更けてL唱二と邸あれ曜躍入して<謄誕、その催の蟻勅〔たとえぽ寓亜.家茨の介唖等jを更けてL唱二と邸あれ曜躍入して<謄誕、

|■

【日常生活及び就労に関する状況について(照会)】(3,4ページ）

4，その強の事項にかかる下展段間に塀し<z入してください璽

平露 年 ハ B

1町家名【鄙6審》氏名《 》 曾

睡入君氏毛《 ） 巷簡謂e哩睦鋲との昼衝6

厘入肴亀躍番号《 】

垂鶴鵲餓識蕊:総鍼M徴3鰡景羅凝:識:て．

日常俸肇及び駄労に関する状混について《照会)の記入上の注童

1.捧嘩内嗅1詞L'て’

。”入附《入醗時からの倒木塑爵の暖助炊喫｣栓.麗勧扉旬日繍墜劃に縫いで.父けている岨助の内海や＊人的日

永皇軍歴力屋H$*釣に窟人曄<確皇も､．

・吃侭圏ぁ吻瞳も『その侭庇鋤雌場合娃.自電こ鋼に璽轟昔の樋柵また贈牢人と鰯贋優昼窒Lてく煙い･高唱瞳楊

由倒砺布創湿壷&唾弔命睦‘人歓6座入睦<鹿い、

・噛嗣■じし”r早野生跳と極ってか量の日露曼昂の腹鹸喰到搾･単丹生霊鈎めて鄭ら日竃生動程墨汁でいる阻箆
の内移や本人の浸禾主砧縮力を胤体的鵬鶴入Lで<館さい．

ま日粛生玲↑苫お1隔働害の田■や員曙審再側蜜の方から②阻恥'二つL淀

． I也主に盤の蟻助壷1淀い念Tかj煙.麟笥ず毛ものECで因ん試膣部､.“$.r■戦唯遇ん湛増禽渥華鯛曜
『彊狗仇jを認ん鎧車台陰､例樺隼睡哩畷しa,魯参畦とえばヶ毒ﾜ竜一通勤藍かっこ内緯差入1まく鰹等､。

．唯日赤生培の増轟曄.本人の昼添主澪色力岳澗Zするうえ君.伊零と叫茸の軍で璽基卸掘は釣I垂入L置く控
鄙､､幡竃②tI2如省1ぱ.q沌主瞳趨鋤令と輿ぢる畑合のみ.閏斌l』て下さい.W

3.就葡〈作寓1枚釦差ついで

・睡廻麟射誼祉事象最】について』曜鉱翰巽岨串匹偏や小眼鋤$‘禽扇などに曙威し写喝単合娃､『播祉事亜珊涯

◎で頭雄電〈笛部､｡

． r尋1日①勧洛《酬幽酬間』陰､毒1カ月の苧封昌魁入してく麓昏い、
．『榊力月の勘原画腿掴愈』ば.盲逓3カ月の？脚を記入唾<t謡い．

。⑰1カNの納艸』伝.蘭潔効阿の堺敢闘の甲均＆輿入して<榿昌い、

．『和退勤俵■鰯剛は.回噌鄭も勲岳尭事粛馴衣での尊勘に岸がる矧固番輿入して《踏昌い・
。『雀汝隼曜藷鍍切噌君勢との圭言＝ケーシ画ﾝの状曇書ご雇入〈蝿い､』は.仕事”儒隼陰どの昂な方壁程轟jｵて&，

．ろか旬佑の径旦典と⑳包擦細里の揖勇等差風体如言墓入にてく篭錐､。

。『⑱仕事喝で受けてB,ろ掛幼の餓宝畳ご塞人く臆さい.幽畿の閥呑.働度加嬉胤侭的愈援助の内罫や翻重確吋蒋陰

なく.仕事の内河等謹麺這れていきごと凱場hぱn体釣I聿人1Jてく鰭毎､．

。『畑 &の趣【夫翻寄を含めた魁砺伏翼辱j』峰廓近1カ厘の助属状呈や昔の雌の睡勿にあI霊亡.不便に園じ乱唱二

と雷陛卑飽入l遠く麓さい．

I
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､亜愈厩刑竺言I

轆塞》城逗》
房
艸
忘
偲
肩
脚
ぽ
い
辰

３

ト

f遍
l飴五

ト

②

別瞬尭(羅謹事霞綱）に‘

司mIiZ工思
臓争趣鰭曹写潅P哩副合t士9

猷毎支塑匿分《判用客画

1日の勵漏(頂呪)諦佃

卿1カ月の肋務(鯛幽臼弦

Z1カ月の給料

翻遥殿方垂

③聖艶研憂鋪閲

上宝(作郵睦いる増合にのみ露入じて<箔さい口

竜

■曾侭、

一懸垂室・禍祉事晨所・ぞの他（ 】

一鍾厘用 ・鯨寄番厘用・ 自言・その趣 》

駄冒睡眠（ A型・ B型》・玖労移行

雪相・率黛 ‘年 何から

平均 勢側 鋤

平均 日

春《的 円｝ 倶 萎

竃事・パス・車・徒歩・その趣く 〕

$9m 分

あり〈家人と鱒甥擁： ） ・ なち



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について】

'Iz成XX年XX月XXII’1返成XX年XX月XXII

○○○○嫌○○○○嫌

日本年金機柵

○○○○OOOO

日本年金機柵

○○○○○○○○

障審年金にかかるl1常生活状況等の照会について障審年金にかかる11常生活状況等の照会について

、頃より年金制度の遮営に対するご理解とご協力をいただき、ありが

とうございます．。

あなた雛より[謝求／届出]のありました○○○○○○を辮登したとこ

ろ、拠州審類腱紀雌された内容に加えて、 日常生活及び就労の詳しい状

況に関する調査が必要となりました．つきましては、別添の様式『1I常

生活及び就労に側する状況について（照会)」をご記入の上、 ド記の提出

期限までにご提111ください。

、頃より年金制度の遮営に対するご理解とご協力をいただき、ありが

とうございます．。

あなた雛より[謝求／届出]のありました○○○○○○を辮登したとこ

ろ、拠州審類腱紀雌された内容に加えて、 日常生活及び就労の詳しい状

況に関する調査が必要となりました．つきましては、別添の様式『11常

生活及び就労に側する状況について（照会)」をご記入の上、 ド記の提出

期限までにご提111ください。

提出期限 、I[成XX年XX月XXIJ提出期限 、I[成XX年XX月XXp

お手数をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

なお、やむを僻ない理由等により提出則限までの対応が困難な場合や

不明な点がある場合は、 ド記までお問合せください｡

お手数をおかけいたしますが、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

なお、やむを僻ない理由等により提出則限までの対応が困難な場合や

不明な点がある場合は、 ド記までお問合せください｡

※提州期限までに提州がない嶋合は、現在継州していただいている番頬のみ

で辮壷を進めさせていただく場合がありますので、ご承知おきください”

※提州期限までに提州がない嶋合は、現在継州していただいている番頬のみ

で辮壷を進めさせていただく場合がありますので、ご承知おきください”

【お問い合わせ先】

〒XXX-XXXX

oO市○○X－XX-XX

I1本年金擬構○○○○○○

○○○○グループ担当○○

遊話XX-XXXX-XXXX

【お問い合わせ先】

〒XXX－XXXX

oO市○○X－XX－XX

I1本年金擬構○○○○○○

○○○○グループ担当○○

遊話XX－XXXX－XXXX

1
I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第7章障害状態確認届

4返戻
I

Q

【障害年金にかかる日常生活状況等の照会について(再依頼)】

平成年月 日

○○○○ ’様

Iﾖ本年金機惚

○OOO○○○○

瞳濟年金'二かかる日常生活状況等の照会について（瀞依頼）

日頃より年金制鹿の運営に対するご理解とご協力をいただき、ありがとう

ございま-ｵｰ。

先に【綱求／服剛がありました「○○○○○○」壁辮査したところ齢日

常生活や就労の詳しい状況に関する確認が必要となりましたので、過I:1， 『冊

常生活及び就労に関する状況について（!臘会)』のご提出をお願いする譜面を

お送りしているところですが、××ﾉ1××H現在、提出の確縄ができていな

いことから、再度ご述絡させていただきました鯵

つきましては、同封し重した「日常生活及び就労に間する状況について（蝋

会>』をご記入の上、 Iざ記の撮州期限までに提出をお願いします。

提出期限平成××年××月××H

お手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い致しまず詮

なお、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わぜください。

※本状と行き違いですでにご提出いただいている場合は、ご審赦瀬います。

※提鵬期限までに提出がない場合は、現在提出していただいている瞥瀬の

みで群迩を進めさせていただく場合がありますので、ご承知おきください瞳

【お問い合わせ先】

〒×××－××××

○○市○○x－x×－××

脚本年金維榊○○○○○○

OO○○グループ 担当○○

錨話××××××××××

ゴ’
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 匿霊調

第7章障害状態確認届

4返戻
ー

4－2返戻後の再受付

口返戻後､再受付した届書は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシールを活

用し､年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態｢返戻後

の再受付｣を登録する。

口返戻された届書を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

口返戻後､再受付した届書は､返戻前に貼付した二次元ｺｰドシールを活

用し､年金給付受付システムの進捗状況更新画面で処理状態｢返戻後

の再受付｣を登録する。

口返戻された届書を再点検前の届書等専用の緑BOXに保管する。

返戻中専用の黄BOXに保管されている返戻書類(控え)を廃棄する場合は、

施錠可能な保管場所に4月保管の上､廃棄する。
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